
権利擁護たかつき活動調査報告書   2012.4.2 

       報告者：神田典治、武藤由美子 

 

NPO 法人 権利擁護たかつきを訪問し、法人後見等の活動について情報収集する。 

 

１ 訪問先：権利擁護たかつき（大阪府高槻市天神町２丁目３番４号高槻法律事務所内） 

訪問年月日：平成 24 年 3 月 27 日（火）15：00～16：30 

応対者：理事・事務局長 高岡克行、増田和宏 

訪問者：神田、武藤 

内容 

（１） 市民後見ひょうごから 

市民後見ひょうごの成り立ちと最近の活動報告 

  ・平成 23 年度事業活動 

  ・平成 24 年度に向けて事務所の確保の方針 

（２） 権利擁護たかつき 

  法人の体制として、 

① 事会：法人運営 

       当初は赤字であったが、今年度、収支は黒字となる。 

法人事務所の賃貸費は無償（弁護士事務所から便宜を得ている） 

成年後見等の支援に専念する方針（説明会、支援員等の養成講習は行わない） 

行政（助成金）とは関係を持たない独自路線（後見活動等の報酬のみ） 

  ②委員会：医師、弁護士、大学教授等 7 名 

困難ケースのカンファレンス（支援方針の提言） 

2 か月に１回程度開催し、２時間程度で、困難ケースを５ケース処理 

       井伊に対しては報酬なし、交通費のみ支給 

       外部機関に対する意見は、第三者の専門家の委員会名で提言 

支援方針の決定までに時間が必要となるデメリットがある。 

    ③事務局：4 名で担当 

     高岡事務局長：全ての支援員と月 1 回の面談（事務所・喫茶店等でモニタリング） 

      支援方針：家族の代わり（二者の関係が強い、本人を抱え込む）は行わない。 

社会資源を活用するために専門機関へつなぐ、 

後見活動は個人毎のイメージが異なる。財産管理：最低限必要である。 

身上監護：どこまで・その程度まで関わるかの認識に個人差がある。 

    ④支援員：18 名（15 名活動中）、知人を通じて就任 

      社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、ケアマネジャー、行政書士等の資格 

      社会福祉施設・介護福祉施設・病院等の常勤職員 

      1～3 人のケースを担当 

      個人としての後見活動には消極的 

      年 1 回の連絡会で情報交換等 

支援活動の報酬は最賃法の単価より高額 

⑤被後見人等は 106 ケース、口コミで依頼が来る。 

知的障害者 5 割強、認知症高齢者 4 割、精神障害者 1 割弱 

      ①理事会 

 

②委員会  ③事務局 

 

 

 

      ④支援員 


